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１ 施設の概要（聚楽保育所及びじゅらく児童館） 

⑴ 所在地 

 ア 聚楽保育所及びじゅらく児童館 

   京都市中京区聚楽廻松下町９－４ 

 イ じゅらく児童館分室 

   京都市中京区西ノ京車坂町１５－５（朱雀第六小学校内） 

 

⑵ 聚楽保育所の入所児童数及びクラス編成（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

 ア 入所児童数 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

 ６人 １６人 １８人 ２１人 ２０人 ２３人 １０４人 
 イ クラス編成 

クラス名 歳児 児童数 クラス名 歳児 児童数 

さくらんぼ ０歳児 ６人 れもん ３歳児 ２１人 

いちご １歳児 １６人 おれんじ ４歳児 ２０人 

りんご ２歳児 １８人 ぶどう ５歳児 ２３人 

 

⑶ じゅらく児童館の学童クラブ登録状況（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

 ア 児童館 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

２５人 １８人 １３人 ６人 ４人 ２人 ６８人 
 イ 児童館分室 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

６人 ４人 ２人 ３人 ０人 ０人 １５人 
 

⑷ じゅらく児童館の自由来館者数（平成 30 年度実績） 

乳幼児 
小学生 

中高生 大人 
１～３年 ４～６年 

２，４７３人 ９２９人 ４０９人 ２０６人 ２，７０４人 

ボランティア 
合計 

中高生 大学生 大人 

２３人 １６人 ２８３人 ７，０４３人 
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⑸ 施設の概要 

 ア 聚楽保育所及びじゅらく児童館 

主な施設概要 聚楽保育所 じゅらく児童館 

棟 名 称 保育所 子育て支援室 児童館 

建 築 年 次 昭和５５年 平成１３年 昭和５５年 

床 面 積 ４８８．３８㎡ ２０．７０㎡ １５３．７２㎡ 

敷 地 面 積 １５４４．２５㎡ 

園 庭 面 積 ６０７㎡ 

用 途 目 的 第一種住居地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

備 考 ※ 耐震性能確認済（平成１７年度耐震診断による。） 

イ じゅらく児童館分室 

主な施設概要 じゅらく児童館分室 

設 置 年 次 平成１８年 

床 面 積 ６９．４０㎡ 

備 考 朱雀第六小学校敷地内に設置 

 
位置図 
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子育て 
支援室※ 

 

聚楽保育所（施設１階部分）見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 園庭開放において利用 
おもちゃなどの環境を整え，未就学児の親子がゆっくり，ほっこりあそ

べるスペース。 

 

じゅらく児童館（施設２階部分）見取図 
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じゅらく児童館分室見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申請資格 

  申請の資格は，次の各号に掲げる条件に該当する法人等とします。 
⑴ 京都市内において，認可保育所，認定こども園又は認可幼稚園を運営してい

る者であること。 

⑵ 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を

得ない者でないこと。 

⑶ 代表者，役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する

容疑があったとして逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起さ

れた日から２年を経過しない者でないこと。 

⑷ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３

条又は第８条第１項第１号に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に

認定された日から２年を経過しない者でないこと。 
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⑸ 団体の代表者及び役員が京都市暴力団排除条例第２条に定める「暴力団員

等」でないことのほか，契約の相手方としてふさわしくない者でないこと。 

⑹ 租税公課を滞納していないこと。また，法人の場合は，代表者が租税公課を

滞納していないこと。 
 

３ 聚楽保育所移管先候補者兼じゅらく児童館受託候補者（以下「候補者」という。）選定スケジュール（予定） 

令和２年 １月 ６日（月） ～ １月１７日（金） 質疑の受付期間 

    ↓ 

 １月２０日（月） ～ １月２４日（金） 質疑の回答 

    ↓ 

 ２月１０日（月） ～ ２月１４日（金） 申請書類の受付期間 

    ↓ 

 ２月下旬 ～ ３月上旬 （第一次審査）書面審査 

    ↓ 

 ３月上旬 ～ ３月中旬 

（第二次審査） 

実地審査，プレゼンテーシ

ョン審査・ヒアリング審査 

    ↓ 

 ３月中旬 ～ ３月下旬 移管先候補者の選定 

 （※１）提出書類様式Ｃ「移管後の運営に係る基本事項確認票」に記載している

基本事項を遵守していただけない（全ての項目にチェックがない）場合は，

書面審査の実施前の段階で，審査の対象外となります。 

（※２）申請者が多数の場合は，書面審査の結果により，実地審査対象者を選考

することがあります。 

（※３）審査の結果，該当者なしとする場合があります。その際は，上記の手順

にかかわらず，再公募を行う場合があります。 

 

４ 質疑及び申請方法 

⑴ 質疑及び回答 

  この要項に関する質疑及び回答は，次のとおり行います。 

  ア 質疑者の資格 

    本要項中「２ 申請資格」を満たすものとします。 
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  イ 質疑の方法 

質 疑 の 方 法 提出期間及び場所 

 質疑の要旨を簡

潔にまとめ，電子

メールで送信して

いただくか，お持

ちください。 

① 受付期間 

  令和２年１月６日（月）～１月１７日（金） 

  お持ちになる場合は，午前９時から午後５時まで（土日祝日除く） 

② 受付場所等 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 

  井門明治安田生命ビル３階 

  京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室（担当：西村，清水） 

 電子メールアドレス yohokikaku@city.kyoto.lg.jp 

※上記期間以外は，質問を受け付けません。 

ウ 回答 

令和２年１月２４日（金）までに質疑回答書を各質疑者に電子メールで送信

するとともに（着信確認の返信をすること。），京都市公式ホームページ「京

都市情報館」（https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000261061.html ）に掲載

します。質疑回答書は，この要項と一体のものとして，要項と同等の効力を有

するものとします。ただし，やむを得ない事情により回答が遅れる場合は，各

質疑者に別途連絡します。 

⑵ 申請方法 

  下記により，書類を提出してください。 

  ア 提出書類 

    後掲（共－別紙１）の「提出書類一覧」のほか，本要項の「２ 保育所編」

及び「３ 児童館編」で指定する書類 

  イ 提出期間 

令和２年２月１０日（月）～２月１４日（金）（祝日除く） 

    受付は午前９時から午後４時まで 

  ウ 提出方法 

    直接提出に限ります。 

※ 書類の確認を行いますので，提出に際しては，事前に電話のうえ来庁し

てください。 

mailto:yohokikaku@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000261061.html
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  エ 提出場所 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 

井門明治安田生命ビル３階 

京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室（担当：西村，清水） 

    電話 ０７５－２５１－２３９０ 

⑶ 関係法令の遵守 

  申請書類の作成に当たっては，関係法令を遵守してください。 

⑷ 追加書類の提出 

  本市が必要と認める場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 

⑸ 著作権の帰属等 

   申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし，本市は候補者の選定の公表等必

要な場合には，申請書類の内容を無償で使用できるものとします。また，本市は候補

者の決定後，聚楽保育所及びじゅらく児童館を利用する児童の保護者（以下「保護者」

という。）が希望する場合，候補者の事業計画書等申請書類の内容を保護者に公開す

ることとし，申請者はこれに対して異議を申し立てることができません。 

   なお，申請書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

⑹ 費用の負担 

   申請に関する費用は，すべて申請者の負担とします。 

⑺ 資料の取扱い 

   本市が提供する資料は，申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じ

ます。また，この検討の目的の範囲内であっても，本市の了承を得ることなく

第三者に対して，これを使用させ，又は内容を提示することを禁じます。 

⑻ 留意事項 

   市営保育所移管先選定部会委員1に対して，本件に関する接触（直接，間接を

問わない。）を禁じます。接触の事実が認められた場合には，失格となること

があります。また，候補者の選定までは申請者名を公表しないことで，審査の

公平性を確保していることから，本件に関して，本市以外の者からの問合せ等

には対応しないでください。 

                                                
1 市営保育所の民間移管を実施するに当たって，移管先法人の募集要項，選定基準及び移管先法人の選定

に係る審議を行うために，京都市はぐくみ推進審議会児童福祉分科会の部会として設置しています。 
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５ 聚楽保育所の民間移管及びじゅらく児童館の事業委託に係る基本的事項 

⑴ 実施時期 

   令和４年４月１日 

⑵ 財産の引継ぎ 

ア 土地（市有地） 

聚楽保育所及びじゅらく児童館が所在する土地については，有償での貸付と

します。貸付料は，額面上，次の①及び②の合計額となりますが，②の額に相

当する額を児童館事業に係る委託料に加算するため，実質的な負担額は①の額

となります。 

① 聚楽保育所に対応する土地貸付料として，前年度の公定価格の管理費に

基づき定員に応じて本市が定めた額と前年度の近傍地の固定資産税評価額

を基に算出した額を床面積により按分して算出した額を比較し，低い額を

貸付料とします。 

② じゅらく児童館に対応する土地貸付料として，前年度の近傍地の固定資

産税評価額を基に算出した額を床面積により按分して算出した額を貸付料

とします。 

じゅらく児童館分室が所在する土地については，無償での貸付とします。た

だし，当該土地を所管する教育委員会における取扱いに変更があった場合など，

必要に応じて条件を見直すことがあります。 

イ 建物 

有償での譲渡とします。譲渡額については，不動産鑑定評価額とします。な

お，評価額の３／４について，本市からの補助を予定しています。 

譲渡後，聚楽保育所移管先法人等兼じゅらく児童館事業受託者（以下「事業

者」という。）から園舎の建替え又は修繕に関し，「京都市保育所緊急整備等

事業に関する整備費等補助金交付要綱」（保育所）及び「京都市社会福祉施設

勧奨補助金交付規則」（児童館） に基づく補助を希望する申出があった場合，

市会の議決を得たうえで，移管翌々年度以降かつ申出日の属する年度の翌年以

降に，予算の範囲内において補助金を交付します。 

じゅらく児童館分室については，無償での貸付とします。じゅらく児童館分

室に係る大規模修繕については，事業者の責に帰すべき事由があると認められ



9 
 

る場合等を除き，本市の負担を基本としますが，その他の修繕（使用に起因す

る施設の劣化した部分・部材又は低下した性能・機能を原状（初期の水準）又

は使用上支障のない状態まで回復させるものをいう。）については，事業者の

負担を基本とします。 

また，本市による修繕については，予算の範囲内により行うこととします。 

ウ 備品（机，椅子，保管庫，ベビーベッド，ピアノなど） 

希望する備品について有償で譲渡します。譲渡額については，耐用年数によ

り減価償却した価格とします。 

 

（参考）土地貸付料，建物譲渡額及び備品譲渡額について（見込み） 

土地貸付料(年間) ※1 約 １４３万円 

建物譲渡額 ※2 約 １４４０万円 

(事業者負担額)  (約 ３３３万円) 

備品譲渡額 ※3 約３７万円 

※１ 上記アに基づき算出した実質的な負担額であり，令和４年度の貸付時に

は，令和３年度の公定価格の管理費に基づき定員に応じて本市が定めた額

と令和３年度の近傍地の固定資産税評価額を基に算出した額を床面積によ

り按分して算出した額を比較するため，貸付料（実質的な負担額）が増減

する可能性があります。 

※２ 平成３１年４月１日現在の譲渡額であり，令和４年度の譲渡に当たって

は，改めて不動産鑑定評価を行い，譲渡額を算出します。 

※３ 平成３１年４月１日現在備品台帳に記載されたすべての備品を，令和４

年４月に譲渡するものと仮定し，耐用年数により減価償却して算出した額

です。なお，平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までに，新たに

備品を購入した場合，備品譲渡額が見込み額より大幅に高くなる可能性が

あります。 

 

６ 候補者の選定等 

 ⑴ 候補者の選定方法 

   候補者の選定に当たっては，本要項の「２ 保育所編」及び「３ 児童館編」
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に基づき，市営保育所移管先選定部会において審査を行い，総合的に最も高い

評価を受けた申請者を，市長が候補者として選定します。 

申請者が多数の場合は，書面審査の結果により，実地審査対象者を選考する

ことがあります。また，提出書類Ｃ「移管後の運営に係る基本事項確認票」に

記載している基本事項を遵守していただけない（全ての項目にチェックがない）

場合は，書類審査の実施前の段階で，審査の対象外となります。 

   また，審査の結果，該当者なしとなった場合には，再公募を行う場合があり

ます。 

   ＜（参考）審査の配点＞ 

 運営実績に係る配点 事業計画に係る配点 計 
保育所に係る審査 
 書面審査 ２５点 ７５点 １００点 

実地審査 ５０点 － ５０点 

小計 ７５点 ７５点 １５０点 

児童館に係る審査 
 書面審査 １００点 

合計 ２５０点 

 ⑵ 選定結果 

   候補者の選定は，令和２年３月中旬から下旬の予定です。選定結果について

は，申請者全員に文書で通知します。 

 ⑶ 候補者の選定等の公表 

   候補者の選定後，申請の概況（経過，申請者名等），審査内容の概要（候補

者の選定理由，各申請者の得点等）について公表します。 

⑷ 市会の議決に係る事項 

   候補者の選定後，京都市会に京都市保育所条例の改正に係る議案及び京都市

児童館及び学童保育所条例の改正に係る議案を付議し，議決を受けることとな

ります。仮に議決が得られなかった場合及び否決された場合，聚楽保育所の民

間移管及びじゅらく児童館の事業委託に係る事務を停止する場合があります。

また，市会の議決を得るまでの間に候補者を事業者に選定することが著しく不

適当と認められる事情が生じたときは，事業者に選定しないことがあります。 

   なお，市会の議決が得られなかった場合等において，候補者が保育所の移管
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及び児童館事業の委託に関して支出した費用等については，補償できませんの

で，あらかじめ御了承ください。 

 

【参考】候補者選定後のスケジュール 

 令和２年 ５月頃  京都市保育所条例及び京都市児童館及び学童保育所条例の改正 

           事業者の決定 

 令和３年 ４月   三者協議会開始 

   業務の引継ぎ・共同保育開始 

 令和４年 ４月   聚楽保育所の民間移管及びじゅらく児童館の事業委託 

 

７ 問合せ先 

京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室（担当：西村，清水） 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 井門明治安田生命ビル３階 

電話 ０７５－２５１－２３９０  ＦＡＸ ０７５－２５１－２９５０ 

電子メールアドレス yohokikaku@city.kyoto.lg.jp 

mailto:yohokikaku@city.kyoto.lg.jp


 
 

（共－別紙１) 

提出書類一覧 

申請者の概要・財務状況等   

 提出書類 様式 主な記載事項 部数 

① 申請書 Ａ 申請者 １ 

② 申請資格及び申

請者の連絡先 
Ｂ 申請資格の有無，担当者名，役職，電話番号等 

１ 

③ 申請者の概要 

任意 

(1) 沿革 
＊ 既存のもので可。 
＊ 時系列で記載し，事業内容についても具体的に記入して

ください。 

１ 

(2) 代表者の履歴 １ 
(3) 役員名簿 
＊ 既存のもので可。 
＊ 他団体の役員を兼ねている場合は，団体名と役職を記載

してください。氏名にはフリガナを付してください。 

１ 

(4) 団体の概要 
＊ 既存のもので可。 

１ 

④ 移管後の運営に係る

基本事項確認票 
Ｃ 内容を確認し，チェック欄に☑を入れてください。 

１ 

⑤ 定款，規約等 ※ 任意 最新の定款，規約，寄附行為 １ 

⑥ 法人登記簿謄本※ － 申請日前３箇月以内に発行されたもの １ 

⑦ 印鑑証明書 ※ － 申請日前３箇月以内に発行されたもの １ 

⑧ 現在運営している

保育園等の状況 
任意 

平成２９，３０年度の年間事業報告書，年間利用状況報告書 
＊ 団体及び施設のパンフレット等があれば添付してください。 

１ 

⑨ 決算書類等 

任意 

(1) 平成２９，３０年度の決算書類 
＊ 社会福祉法人は，資金収支計算書（法人全体分），事業

活動収支計算書（法人全体分），貸借対照表（法人全体
分），財産目録（法人全体分），附属明細書（法人全体
分）を添付してください。 

＊ その他の法人等は，上記に準じる書類を添付してください。  
＊ 現在経営する施設（運営受託施設を含む）の決算書類も含みます。 
（注）移管先候補者に選定された場合，移管対象保育所にお

いて，当該保育所の保護者に対して上記決算書類（写し）
を公開します。 

２ 

任意 (2) 平成２９，３０年度の補助金，公的機関からの融資，寄附金等の状況 １ 

⑩ 納税証明書等 

(1),(2)のみ※ 

(注)前年度が非

課税など，納税

証明書が提出で

きない場合は，

その旨を記載し

た理由書（代表

者の記名押印が

あるもの）を提

出 し て く だ さ

い。 

Ｄ 

(1) 国税（法人税及び消費税） 

  未納のないことの証明書 

(2) 市税（本市に事業所がある場合，法人市民税及び固定資

産税）(1)，(2)については平成３１年１月１日以降に発行

された直近２年分の原本を提出してください。 

(3）水道料金・下水道使用料納付証明書 

  「水道料金・下水道使用料納付証明書の請求について」
を参照し，指定の書式により請求してください。 

１ 

⑪ 暴力団員等に該

当しないことの

誓約書 

Ｅ 事業主等が暴力団員等に該当しないことの誓約書 １ 

※「提出書類」欄中，※印の書類は法人のみ提出。 

12


